
お手元に以下に該当するものをご準備のうえ、手続きを進めてください

【全員】
・身体障害者手帳
・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・戦傷病者手帳
・被爆者健康手帳
本人確認のため、手帳番号の入力または手帳の写真画像の添付が
必要になります。

【令和８年１月２日以降に本市に転入した人のみ】
・転入前の市町村の令和８年度（令和７年分）所得証明が必要です。
令和８年１月１日現在の住所地の市町村に所得証明を請求し、お手元に
ご準備ください。
添付がない場合、不受理となりますのでご注意ください。

【お持ちの方のみ】
・令和２年度以降に公布された交通用福祉ICカード

裏面の番号の入力が必要です。

オンライン申請手続きのご案内

申請対象確認 手帳の確認 届いたメールを開くメールアドレス確認

入力フォームへアクセス 券種の選択 申請完了

福祉
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